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種 類 別 明 細 書 ( 減 少 資 産 用 )

数
量

取 得 価 額

取 得 年 月

資 産 の 名 称 等

枚のうち

資

産

種

類

所　　有　　者　　コ　　ー　　ド
本　　　　　　番

抹 消 コ ー ド
（処理コード）

所 有 者 名

摘 要

異

動

年

1 ・ 2
  ・ 4

減 少
区 分

行
番
号

 1 ・ 2 ・ 3
 4 ・ 5 ・ 6
 1 ・ 2 ・ 3
 4 ・ 5 ・ 6
 1 ・ 2 ・ 3
 4 ・ 5 ・ 6
 1 ・ 2 ・ 3
 4 ・ 5 ・ 6

1 ・ 2
3 ・ 4

資 産 番 号

耐

用

年

数

特

例

等

指　定　年
フ　ラ　グ

 1 ・ 2 ・ 3
 4 ・ 5 ・ 6
 1 ・ 2 ・ 3
 4 ・ 5 ・ 6

申

告

年

度

減 少
事 由

1 ・ 2
  ・ 4

1 ・ 2
  ・ 4

1 ・ 2
  ・ 4

1 ・ 2
3 ・ 4

1 ・ 2
  ・ 4

1 ・ 2
3 ・ 4

減少事由　１：売却　２：滅失　３：移動　４：その他
減少区分　１：全部　２：一部　４：訂正

1 ・ 2
3 ・ 4

小 計

1 ・ 2
  ・ 4

1 ・ 2
  ・ 4

1 ・ 2
  ・ 4

1 ・ 2
3 ・ 4

1 ・ 2
3 ・ 4

1 ・ 2
  ・ 4

1 ・ 2
  ・ 4

1 ・ 2
  ・ 4

1 ・ 2
  ・ 4

1 ・ 2
  ・ 4

1 ・ 2
  ・ 4

1 ・ 2
  ・ 4

1 ・ 2
3 ・ 4

1 ・ 2
3 ・ 4

1 ・ 2
3 ・ 4

1 ・ 2
3 ・ 4

1 ・ 2
3 ・ 4

　※すでに減価償却が終わっている資産でも、最低５％の価値が残
るため、償却資産の申告が必要です。

第
二
十
六
号
様
式
別
表
二

（
提
出
用

）

 1 ・ 2 ・ 3
 4 ・ 5 ・ 6
 1 ・ 2 ・ 3
 4 ・ 5 ・ 6
 1 ・ 2 ・ 3
 4 ・ 5 ・ 6

1 ・ 2
3 ・ 4

1 ・ 2
3 ・ 4

1 ・ 2
  ・ 4

 1 ・ 2 ・ 3
 4 ・ 5 ・ 6
 1 ・ 2 ・ 3
 4 ・ 5 ・ 6
 1 ・ 2 ・ 3
 4 ・ 5 ・ 6
 1 ・ 2 ・ 3
 4 ・ 5 ・ 6
 1 ・ 2 ・ 3
 4 ・ 5 ・ 6
 1 ・ 2 ・ 3
 4 ・ 5 ・ 6

 1 ・ 2 ・ 3
 4 ・ 5 ・ 6

1 ・ 2
3 ・ 4

1 ・ 2
  ・ 4

1 ・ 2
  ・ 4

1 ・ 2
3 ・ 4

1 ・ 2
3 ・ 4

1 ・ 2
3 ・ 4

1 ・ 2
3 ・ 4

1 ・ 2
  ・ 4

1 ・ 2
  ・ 4

1 ・ 2
3 ・ 4

1 ・ 2
3 ・ 4

 1 ・ 2 ・ 3
 4 ・ 5 ・ 6
 1 ・ 2 ・ 3
 4 ・ 5 ・ 6

 1 ・ 2 ・ 3
 4 ・ 5 ・ 6
 1 ・ 2 ・ 3
 4 ・ 5 ・ 6


